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高等裁判所長官殿

家庭裁判所長殿

最高裁判所事務総局家庭局長手嶋あさみ

拝啓時下ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。

さて， 7月3日，最高裁判所において，各高等裁判所の事務局及び民事部の各職

員並びに東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・高松の各家庭裁判所の事

務局及び事件部の各職員（裁判官を含む。 ）を参加者とする後見関係事件事務打合

せを開催いたしました。

打合せに先立って参加庁に対して送付した打合せ事項等は別添1のとおりであり，

その結果概要は別添2のとおりです。

成年後見制度利用促進基本計画の中間年度を迎え，利用者がメリットを実感でき

る制度・運用への改善に向けた様々な取組が加速する中，家庭裁判所は，後見人等

の選任の在り方の検討など，指摘された課題に取り組むだけではなく， 中核機関の

設置や地域連携ネットワークの構築など，地方自治体が主体的に取り組む施策につ

いても，地方自治体や専門職団体等の関係機関と連携し，積極的・計画的に取組を

後押ししていく必要があります。高等裁判所においても，管内の家庭裁判所が適時

かつ適切に取組を進めることができるよう，地域の実情を踏まえつつ，他の先進的

な事例等も参考にしながら，管内の家庭裁判所を支援していく必要があります。

各家庭裁判所におかれては，本打合せの結果を踏まえ，事件部と事務局が連携し，

裁判所全体として取組を進めていただきますよう，よろしくお願いいたします。ま

た，各高等裁判所におかれても，管内の家庭裁判所における今後の取組が円滑に進
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(別添1）

打合せ事項等

1 開催の目的

平成29年3月に閣議決定された成年後見制度利用促進基本計画（以下「基本

計画」という。 ）では，市町村には権利擁護支援の地域連携ネットワークの中核

となる機関を設置することが， また，都道府県には都道府県全体の施策の推進や

市町村の取組を支援することがそれぞれ期待されている。平成30年3月には，

厚生労働省の研究事業により， 中核機関に期待される具体的な役割や中核機関の

設置に向けて検討すべき事項及びその手順に係る「地域における成年後見制度利

用促進に向けた体制整備のための手引き」が作成されたが， 同省の調査によると，

平成30年10月の時点において中核機関を設置した自治体は4． 5％にとどま

っている。

このような状況の中，基本計画の中間年である本年度は，各施策の進捗状況を

踏まえ，課題の整理・検討が行われる予定であり，取組が加速されることが予想

される。家庭裁判所においても，基本計画を踏まえた運用の在り方に係る部内で

の検討と併せ，関係機関との連携など様々な対応を同時並行的に行い，求められ

る役割を果たしていく必要がある。

そこで，①中核機関の設置に向けた地方自治体等の取組との連携，②基本計画

を踏まえた裁判所における運用実現に向けた取組等について打合せを行い， また，

③このような取組を行うに当たっての裁判所の態勢の在り方についても打合せを

行うこととする。

2 打合せ事項

（1） 中核機関の設置に向けた地方自治体等の取組との連携

○市町村に対する都道府県の積極的な支援やモデルとなるような市町村の取

組を促進する上での課題・あい路と， これに応じた裁判所による効果的な働

きかけの方法等
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○中核機関の設置又は機能の充実に向けて，市町村等との間で受任者調整機

能，市民後見人の活用及び後見人支援機能について協議し，取組を具体化し

ていくに当たっての留意点等

（2） 基本計画を踏まえた裁判所の運用の実現に向けた取組

○基本計画を踏まえた後見人等の選任の在り方や報酬付与の在り方について，

裁判所内部における検討の進め方や専門職団体との意見交換等を進める際の

留意点等

○不正防止策として後見制度支援預貯金を活用する際の専門職関与の在り方

について専門職団体との協議等を進める際の留意点等

（3） 後見人等による意思決定支援の在り方についての指針の策定

○家庭局において，厚生労働省及び専門職団体を交えた協議の場を設け，後

見人等による意思決定支援の在り方についての指針の策定に向けた検討を始

めるに当たり，同協議の内容や進め方に係る意見や要望等

（4） 裁判所の取組等を迅速かつ円滑に行うための態勢

○裁判所における成年後見制度や基本計画の趣旨を踏まえた運用実現に向け

て裁判所内での様々な課題を検討するとともに， 同時並行的に多種多様な外

部の関係機関との連携を図っていくための態勢を整えるに当たっての課題等

○家庭裁判所の取組を支援するための上級庁の役割

3 基本計画に関連する取組についての情報提供等

家庭局から，成年後見制度利用促進専門家会議の状況，後見人報酬の在り方等

に関する専門職団体との協議の状況等についての情報提供を予定しているところ，

これらについて各庁から意見等があれば伺いたい。
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(別添2）

後見関係事件事務打合せ結果概要

打合せに先立って，家庭局から，本年度が成年後見制度利用促進基本計画（以下

「基本計画」という。 ）の中間年度であることを踏まえ，基本計画の工程表と裁判

所における取組状況について確認した上で， 中核機関の設置・運営に向けた自治体

との連携や，運用改善に向けた後見人等の選任・報酬の在り方に関する取組につい

てはまだ道半ばであり， 引き続き取り組んでいく必要があること， また，基本計画

で指摘された各課題について，利用者がメリットを実感できる制度・運用への改善

を実現するためには，現状と課題を正確に把握した上で，各課題に応じ，的確な検

討・対策を行っていくことが重要である旨説明した。

本打合せにおいては，上記の視点を意識しながら，①中核機関の設置に向けた地

方自治体等の取組との連携，②基本計画を踏まえた裁判所の運用の実現に向けた取

組，③後見人等による意思決定支援の在り方についての指針の策定，④裁判所の取

組等を迅速かつ円滑に行うための態勢の4点について，意見交換を行った。

1 中核機関の設置に向けた地方自治体等の取組との連携

（1） 中核機関の設置に向けた自治体との連携について

家庭局から，市区町村の取組や都道府県による支援等を効果的に後押しする

ためには，市区町村や都道府県の取組の現状や課題・あい路を把握した上で，

その課題等に応じた戦略的・効果的な働きかけは何かということを意識して取

り組む必要があること，各庁において積極的に都道府県と連携して情報を共有

し，管内の市区町村の取組状況を把握することが重要であること，特に，都道

府県には，市区町村の取組に対して段階に応じた支援を行うことや，広域での

協議会の実施・調整，裁判所との情報共有の窓口といった役割も期待されると

ころであり，今後，取組を進める上で，都道府県に対し，市区町村への支援を

促す働きかけを行うことが非常に重要である旨説明した。
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その後，各庁から， これまで進めてきた取組の状況等について，次のような

発言があった。

○県の取組を後押しするために，三士会と連携・協働して県との打合せを繰

り返し実施し，県主催の研修会の内容や市町村への働き掛け等について，助

言や意見交換などを行った。また，家庭裁判所主導で開催したエリアごとの

意見交換会に，県にも参加してもらうこととした。その後，県の方針が決定

し，県内を取り残される地域・自治体が生じることのないよう7つの地域に

分けた検討会が開催されるに至り，広域連携の議論につなげることを意識し

た意見交換がされるようになった。全市町村の取組を裁判所がすべて個別に

後押ししていくことは困難であり， 当初から，県を通じての後押しを中心に

行っていく方針とし，県の問題意識や取組に沿って意見交換をし，時には具

体的な提案や支援をし，要所で言いたい事を言っていくという形で三士会と

ともに後押ししてきたことが効果的であったと思われる。

○家裁委員会に，県の健康福祉部長にも委員として加わってもらい， 同委員

会において「成年後見制度の利用促進に向けた取組」をテーマとして取り上

げ，意見交換を行った。他の家裁委員からは，県に対して， 「市町村格差な

く制度が利用しやすくなるようにしてほしい。 」 ， 「各市町村任せでは難し

い。県が音頭を取って広域連携に向けた働きかけを行ってほしい。 」等の要

望等が寄せられ，県の意識や姿勢にも少なからず影響を与えることになった

ものと思われる。

○昨年の家事関係機関との連絡協議会において，県内で最も先駆的な取組を

進めている自治体担当者から， 中核機関設置に向けた取組について熱意ある

プレゼンをしてもらった。他の自治体担当者にも参加してもらっていたとこ

ろ，プレゼンは他の参加者にもよい影響を与えたようである。また， 同協議

会の議事録を県内全市町村に送付したところ，非常に参考となったとの意見

が多数寄せられた。
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○意欲のある県社協と連携して，県の担当部長に対し，福祉と司法の連携，

中核機関の必要性について説明するとともに， 自治体が参加する県社協主催

の協議会等に家庭裁判所も出席し，直接， 自治体担当者に働き掛けた。その

結果， 自治体における取組の重要性についての理解が進み，家庭裁判所とも

中核機関等の整備のイメージを共有し，県内をいくつかのブロックに分けた

地区協議会やその代表が集う県協議会の開催に至った。

○県と県社協が主催する数多くの会議に家庭裁判所がオブザーバーとして参

加し，直接「顔の見える」働き掛けを継続し，統計資料の提供や，基本計画

の推進の重要性の説明を繰り返した。県と県社協が同じ会議に同席し，同じ

説明，質疑応答を共有したことで， より大きな効果があり，県と県社協の足

並みがそろうことで，市町村に加えて市町村社協も協議会等に参加するよう

になり，認識の共有や一体的な取組につながった。

○先進的な取組を進めている自治体がある一方で，取組が進んでいない自治

体も多くある状況を踏まえ，本庁管内の全市町村に家事関係機関連絡協議会

に参加してもらった。市町村によっては取組への温度差もあり， また，必ず

しも先進的な取組を進めている自治体が参考となる良いモデルとして捉えら

れていない面もあるようであった。裁判所と三士会は，都道府県レベルでリ

ードして取組を進めることが重要であると考え，その旨を伝え続けている。

目下，管内自治体を4ブロックに分けて連携を進める構想が実務担当者レベ

ルで想定されているため，裁判所も継続的に協議の場を設け，後押しをする

予定である。

○市の後見関係の担当部署が複数の課にまたがっており，裁判所との関係で

の対応窓口も定まらず，各担当者からも熱意ある対応は得られない状態であ

ったところ，部総括判事が関係者から紹介を受けて市の担当部長を訪問し，

その会談をきっかけに，市の担当窓口が一本化され，条例の制定や中核機関

設置に向けた審議会の設置にもつながった。
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○家庭裁判所と市の担当者が「顔の見える」関係を構築するため，市との連

絡会を定例化させたところ，裁判所側も徐々に市側の事情や取組停滞の原

因・課題を把握できるようになった。当初，市は連絡会の定例化に消極だっ

たが，話題事項がなければ短時間の会合としても良い前提で次回期日を決め

て継続するようにし，定期的に開催するうちに，市の担当者から要望や課題，

相談を持ち掛けられるようになり，建設的な意見交換ができるようになった。

(2) 市民後見人の積極的な活用に向けた取組

家庭局から，基本計画においては，市民後見人の研修・育成・活用を進める

ことが指摘されているが，現状としては，市民後見人の育成も活用も十分とは

言い難い状況にあることを確認した上で，市民後見人の育成・活用における課

題（自治体等において， どのような育成・支援が必要か分からない，裁判所に

おいて， どのような育成・支援がされているか把握できていないなど）と，そ

れを解消するために自治体と協議して連携していく必要があること及び市民後

見人の選任と支援態勢の具体例（資料1）を説明した。併せて，市民後見人の

選任や支援体制の整備に関するアプローチは，今後，中核機関によるマッチン

グ機能及び後見人支援機能の充実を図っていく上でも参考になると考えられる

ことも説明した。

その後，各庁から，市民後見人の育成や活用に向けた取組等について，次の

ような発言があった。

○市民後見人養成研修等に書記官を講師として派遣するとともに，養成機関

内部の会議にもオブザーバー参加している。市民後見人の支援については，

中核機関の態勢が整っているが， 中核機関においても判断がつきにくい事柄

については， 中核機関の担当者と後見人が一緒に裁判所に相談する枠組みが

構築され，活用されている。

○市社協との間で協議を行い，市民後見人を選任するために必要な体制づく

り （養成講座の内容，講座終了から名簿登録・選任までの流れ，選任後の（
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ツクアップ態勢等）について認識共有することができた結果，第1期市民後

見人候補者名簿への登録式が行われ，市民後見人が選任されるに至った。

○家庭裁判所内部で，市民後見人の選任の在り方を検討するとともに， 自治

体に対し，裁判所として，市民後見人選任のために必要と考える市民後見人

に対する研修や継続的サポート等の体制整備について具体的にその内容を伝

え，積極的に市民後見人を選任する意向を表明したところ， 自治体からは大

変好評であり，市民後見人の活用につながりそうである。

○市民後見人の養成をしても，活用される事例が少ない要因として，市民後

見人への支援体制が整っていないことが挙げられる。 これを解消するには，

地方自治体や中核機関等との間で，裁判所における監督と中核機関や養成機

関等による支援についての役割分担について整理し，認識を共有する必要が

あると考えられる。

【資料1】

:市民後見人の選任と支援態勢の具体例

市民後見人に対する支援態勢の具体例
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情によって異なり得るものである。
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(3) マッチング機能の充実に向けた裁判所と自治体の連携

家庭局から，マッチングの目的は本人の利益保護のために最も適切な後見人

を選任することにあるため，今後， 自治体との間で中核機関によるマッチング

機能の充実に向けた協議を行う際にも，本人にとって最善のマッチングを行う

ためにはどのような体制を整備すればよいかという視点が重要となる旨説明し

た。また，資料2を紹介しつつ，体制整備にあたっては， まず裁判所と自治体

との間でマッチング及びその後の後見人等の選任について具体的なイメージを

共有した上で，裁判所としても， 中核機関が適切にマッチングを行うことがで

きるようにするための体制整備や円滑な運用に向けた協力を行っていく必要が

ある旨説明した。

その上で，マッチング機能の充実に向けた取組状況等について，各庁からは

次のような発言があった。

○県の働き掛けによって，専門職等で構成された「権利擁護支援センター」

が設置され， 同センター，市及び市社協を構成員とした受任者調整会議にお

いて，市長申立事案や同センター又は市社協が申立支援を行った事案につい

てマッチングを行っている。今後，対象の地域を広げるため， 当該市以外の

居住者でも，同センター等による申立支援を受けないまま家庭裁判所に申立

ての相談に来た事案について，各町等の地域包括支援センターを紹介するこ

とで，地域包括支援センターを経由して当該権利擁護支援センターでのマッ

チングを受けられるように仕組み作りのための協議を行っている。

○市社協が後見人等について職種の推薦という形でマッチングを行っている

ところ，市社協による申立支援を受けずに家庭裁判所に申立ての相談に来た

事案についても，市社協を紹介し，市社協において後見人等の職種の推薦を

してくれる仕組みができている。
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【資料2】
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※先進的な自治体において現在行われているマッチングの方法等の流れをイメージとして図示したものである。

(4)後見人支援機能の整備・充実に向けた裁判所と自治体の連携

家庭局から，後見人支援機能の充実に当たっては，中核機関が担うべき後見

人支援機能の具体的な内容について自治体との間で認識の共有を図る必要があ

るが，親族後見人は成年後見制度や法律・福祉の専門的知見を持っておらず，

適切に後見事務を行ってもらうためには支援を要するという点で市民後見人と

同様であり，まずは，市民後見人に対するバックアップの具体的な内容を前提

に， 自治体との間でイメージを共有することが有益である旨説明した。また，

地域によっては，既に中核機関が設置され，後見人に対する支援を行っている

ところもあるが，その内容としては， 日常的な相談対応が中心であるのが現状

であり，今後，更なる機能充実に向けて，チームでの見守りや専門職が協力で

きる体制作り，親族後見人を中核機関へとつなぐための体制作り， 中核機関と

の情報共有の具体的方法などについて， これを実現するための課題を整理し，

協議を行う必要がある旨説明した。
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その上で，後見人支援機能の整備・充実に向けた自治体との連携状況等につ

いて，各庁からは次のような発言があった。

○昨年の家事関係機関との連絡協議会において，参加した関係機関に対し，

家庭裁判所に寄せられる後見人からの相談内容をまとめた資料を配布し，裁

判所が行う監督と地域に求める支援について，事例を踏まえて説明した。今

年度も，実際の相談事例を一般化した上で，後見人の裁量の範囲や，望まし

い支援の在り方について事例検討方式で意見交換をする予定である。

○県内の中核機関から，事例方式でマッチングと後見人支援について協議し

たいとの申出を受けて意見交換会を行ったところ，裁判所の視点と福祉行政

の視点の違いが具体的に分かり実のある意見交換ができ，非常に有益であっ

たことから，今後，他の自治体や中核機関等とも同様の協議を行う予定であ

る。また，協議においては，取組がまだ進んでいない市区町村にも参加して

もらい，先々， このような支援が必要だということを見てもらうことも有益

と考え，広く声を掛けることとした。改めてマッチングと後見人支援は，選

任・監督と二段階で一体であり，切り離せない問題であると感じている。

○都道府県社協が後見人支援を含む新たな仕組みを約1年掛けて策定したが，

策定に当たっては，家庭裁判所も意見交換を重ねるなどして協力した。新た

な仕組みが策定されることとなったのは，継続的に意見交換を行ったり，年

3回程度開催される現場の各社協や自治体職員が参加するテーマ別研究会議

に家庭裁判所から裁判官や書記官がオブザーバーとして参加し，後見人の選

任についての裁判所の考え方を説明したり，相談対応について中核機関に期

待していることを伝えるなど，折に触れて家庭裁判所から発信したことも大

、

きかつたと感じている。

基本計画を踏まえた裁判所の運用の実現に向けた取組

後見人等の選任・報酬の在り方について

家庭局から，現在，後見監督人に期待される役割やその事務の内容を中心に

2

(1)
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専門職団体との間で議論を行っている旨説明した。また， この議論と並行して，

報酬算定に関する運用を変更した場合に必要となる後見事務報告書及び報酬付

与申立事情説明書の書式についても，家庭局でたたき台となる書式案を作成し

た上で，専門職団体と意見交換を行っている旨説明した。

さらに， 5月に開催された第3回専門家会議では，複数の委員から，報酬の

在り方について専門職団体とだけ議論を行うことは適切でなく，報酬を支払う

利用者側の意見も聴取すべきであるとの指摘があり，報酬の在り方についてよ

り多角的な検討を行うためには，利用者側の意見も聴取する必要性が高いと考

えられることから，家庭局において， 7月下旬に利用者の立場を代表する団体

からヒアリングを行うことを予定している旨説明した。

東京家庭裁判所及び大阪家庭裁判所からは，後見人等の報酬の在り方に関す

る検討状況についての説明があった。

後見人等の選任の在り方の検討状況について,各庁からは次のとおり発言が

あった。

○中核機関の機能が充実するまでの過渡期における親族後見人の支援の観点

から，短期監督人という運用を試行している。短期監督人は，親族後見人や

本人との面談，本人の状況や後見事務の課題の確認，裁判所への報告資料の

作成指導などを重点的に行い，親族後見人が単独で適切に後見事務を遂行で

きる状況となったときに辞任することが想定されている。今年の下半期に，

三士会との振り返りの機会を設ける予定である。

○家庭局と専門職団体との間で認識共有に至った後見人等の選任イメージを

踏まえ，本人のニーズや課題を意識し，状況の変化に応じて比較的早い段階

での専門職後見人から親族後見人への交代等を意識的に検討するようになっ

た。

○裁判官及び書記官の間に，親族の後見人候補者がいる事案では，できるだ

けその親族を選任する方向で， 当該親族が単独で適切に後見事務を遂行する
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ことが可能かという観点で検討するという発想が浸透してきていると感じて

いる。

（2） 後見制度支援信託・支援預貯金の専門職関与の在り方について

家庭局から，現在，専門職団体との間で，後見制度支援信託及び後見制度支

援預貯金の利用と専門職関与の在り方についても意見交換を行っており，専門

職団体から，後見制度支援預貯金の利用検討に当たっても，信託と同様，専門

職関与を原則とすべきであるとの意見が出されていること，家庭局においては，

専門職団体との間で，後見制度支援信託及び支援預貯金の利用検討と専門職関

与の在り方について継続的に協議を行う予定であることを説明した。

3 後見人等による意思決定支援の在り方についての指針の策定

家庭局から，後見人等が行うべき意思決定支援の在り方についての指針の策定

に向けたワーキンググループの会合における協議状況を説明した。

具体的には，支援に関わる行政機関の職員などを始めとして，必ずしも専門職

後見人でなくとも実践可能な，できる限りわかりやすい指針（望ましいプロセス

を具体的にイメージできるようにしたもの）の作成を目指すことなど，全体的な

方向性につき，裁判所，厚労省及び専門職団体との間で共通認識が得られたとこ

ろである旨説明した。また，在るべき意思決定支援の具体的な内容については，

今後その詳細を検討していくことになるが，裁判所は司法機関として後見制度の

運用を担い後見人を監督する立場から，厚生労働省は権利擁護の施策を担う立場

から，専門職団体は後見事務を実践する立場から，それぞれ連携して検討を進め

ていきたいと考えている旨説明した。

その上で，後見人等が行うべき意思決定支援の在り方についての指針の策定に

ついて，各庁からは次のような発言があった。

○意思決定支援を踏まえた後見事務につき，裁判所がどのように報酬算定に

おいて評価するのかについて，今後，議論する必要が出てくるのではないか。

○後見人等が行うべき意思決定支援の在り方についての指針は，後見人に対
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して拘束力を持つような位置付けではないものとして検討することが望まし

いと考える。

4裁判所の取組等を迅速かつ円滑に行うための態勢

家庭局から，各家庭裁判所は，裁判所内部での検討と並行して，地方自治体等

の外部の関係機関とも連携する必要があり，かつ， 中間年度を迎え，それぞれの

取組が昨年よりも加速している状況にあることから， これまで以上に裁判所全体

で対応する必要がある旨説明した。また，対外的な対応においては，事件部と事

務局が協力し，裁判所全体として関わる必要性が高く，事件部の担当裁判官のほ

か，所長や部総括（上席）の積極的な関与も求められている旨説明した。

さらに，基本計画が求める運用改善を実現するためには，各家庭裁判所におけ

る態勢整備だけでなく，高等裁判所が管内の家庭裁判所をバックアップしていく

態勢を整備することも非常に重要であると考えており，高等裁判所には，管内の

家庭裁判所間における情報共有や必要な助言の提供など，積極的な支援をしてい

ただきたい旨説明した。

これに対して，各庁からは，現在までの取組の実情等を踏まえつつ，次のよう

な発言があった。

○自治体に対し，後見制度利用促進に関する施策の社会的なプライオリティの

高さを説明するだけでなく，裁判所内部においても，後見制度利用促進に関す

る取組のプライオリティの高さについて認識を共有する必要があると考えてい

る。また，管内の都道府県については，取組に温度差があると感じており，今

後，管内の都道府県を集めた意見交換の場を設け，温度差を解消する取組も検

討していきたいと考えている。

○自治体への働き掛けは事件部主体で行ってきたが，今後， 自治体での利用促

進に関する取組が進むにつれ，事件部のみでの対応が困難となることが予想さ

れるため，対外的な対応は事務局において主体的に行い，事件部は後見関係事

件の運用の改善に尽力するような役割分担としていきたいと考えている。
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○これまでは， 自治体等の関係機関への対応は事件部の裁判官，首次席書記官，

主任書記官等において行ってきたが，事件部のみでの対応には限界があり，家

庭裁判所の全管理職員において円滑に対外的な対応ができるよう説明用の汎用

的な資料の整備も進めている。

12


